
  

４ 月号 

「
育
成
」
に
悩
む
企
業
は
多
い 

団
塊
の
世
代
の
大
量
離
職
等

に
よ
り
、「
若
手
社
員
の
早
期
育

成
」
を
課
題
に
掲
げ
る
企
業
が
多

く
あ
り
ま
す
が
、
思
う
よ
う
に
育

た
ず
に
悩
ん
で
い
る
企
業
も
多

く
あ
り
ま
す
。 

で
は
、
若
手
社
員
の
育
成
は
ど

の
よ
う
に
行
え
ば
よ
い
の
で
し

ょ
う
か
。 

「
段
階
的
な
育
成
」
を
心
掛
け
る 

新
入
社
員
の
段
階
で
は
、
仕
事

の
知
識
や
業
務
の
手
順
を
教
え 

る
だ
け
で
な
く
、
組
織
人
と
し
て

の
マ
ナ
ー
を
身
に
付
け
さ
せ
た

り
、
組
織
や
職
場
に
慣
れ
さ
せ
た

り
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
、
社
会
人

と
し
て
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。 

次
に
、
入
社
２
～
３
年
の
社
員

で
は
、
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
着
実

に
遂
行
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
自

ら
気
づ
き
、
自
分
な
り
の
工
夫
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
経
験

の
場
を
与
え
、
結
果
を
振
り
返
る

こ
と
で
さ
ら
な
る
成
長
を
促
す 

入
社
４
年
以
降
の
社
員
に
つ

い
て
は
、
将
来
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と

し
て
職
場
を
管
理
す
る
役
割
を

担
う
人
材
に
育
て
る
こ
と
も
視

野
に
、
仕
事
を
あ
る
程
度
任
せ
な

が
ら
必
要
に
応
じ
て
指
示
を
与

え
た
り
フ
ォ
ロ
ー
し
た
り
し
て
、

活
躍
の
場
を
徐
々
に
広
げ
て
い

く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

欠
か
せ
な
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

こ
の
よ
う
に
、
一
口
に
「
若
手

社
員
」
と
言
っ
て
も
、
新
入
社
員

と
数
年
の
経
験
を
積
ん
だ
社
員 

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
育
成
を
図

る
か
と
い
う
手
段
は
異
な
り
ま

す
。 し

か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
段

階
に
お
い
て
も
、
経
験
か
ら
得
た

知
識
を
生
か
し
て
ス
テ
ッ
プ
ア

ッ
プ
し
て
い
く
流
れ
は
変
わ
り

ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
都
度
経
験
を

振
り
返
る
こ
と
が
重
要
と
な
り

ま
す
。 

そ
の
際
、
よ
り
効
果
的
な
の

は
、
若
手
社
員
１
人
に
振
り
返
ら

せ
た
り
考
え
さ
せ
た
り
す
る
方 

問
い
か
け
、
若
手
社
員
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

す
る
方
法
で
す
。 

先
輩
社
員
や
上
司
に
と
っ
て

も
、
自
分
の
仕
事
の
や
り
方
を
見

直
す
良
い
き
っ
か
け
と
も
な
り

ま
す
の
で
、
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

 

Brainstar News 

協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険

会は、基本的に、毎年１回、３月分（４月納付分

直しを行っています。平成 26 年３月分から適用される

保険料率（都道府県単位保険料率）は据え置くこととされましたが

率（全国一律）は 0.17％引き上げることとされました

 

平成 26 年３月分(４月納付分)からの

協会けんぽの保険料率  
 

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈補足〉都道府県単位保険料率は、「特定保険料率

充てる分）」と「基本保険料率（協会けんぽの加入者

業等に充てる分）」から構成されています。平成 26

率」が全国一律で 4.07％（4.15％から変更）になりました

２ 介護保険料率（40 歳以上 65 歳未満の方）

全国一律 １.７２％（１.５５％から引上げ

注．健康保険組合が管掌する健康保険においては、

護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属

 

保険料は、標準報酬月額×上記の率になります

40 歳以上 65 歳未満の介護保険第２号被保険者

＋１．７２％）になります。 

 

計算して出た保険料の額を労使折半で負担します

歳以上 65 歳未満の方に限って、健康保険の保険料

「「「「
育育育育
た
な
い

た
な
い

た
な
い

た
な
い
若
手
若
手
若
手
若
手
」」」」
問
題
問
題
問
題
問
題 
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
と

な
り
ま
す
。 

入
社
４
年
以
降
の
社
員
に
つ

と
で
は
求
め
ら
れ
る
役
割
が
異

な
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
育
成
を
図

法
よ
り
も
、
先
輩
社
員
や
上
司
が

成
功
（
ま
た
は
失
敗
）
の
理
由
を

問
い
か
け
、
若
手
社
員
に
考
え
さ

県名 保険料率 県名

北海道 10.12% 滋賀県

青森県 10.00% 京都府

岩手県 9.93% 大阪府

宮城県 10.01% 兵庫県

秋田県 10.02% 奈良県

山形県 9.96% 和歌山県

福島県 9.96% 鳥取県

茨城県 9.93% 島根県

栃木県 9.95% 岡山県

群馬県 9.95% 広島県

埼玉県 9.94% 山口県

千葉県 9.93% 徳島県

東京都 9.97% 香川県

神奈川県 9.98% 愛媛県

新潟県 9.90% 高知県

富山県 9.93% 福岡県

石川県 10.03% 佐賀県

福井県 10.02% 長崎県

山梨県 9.94% 熊本県

長野県 9.85% 大分県

岐阜県 9.99% 宮崎県

静岡県 9.92% 鹿児島県

愛知県 9.97% 沖縄県

三重県 9.94%
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協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ協会けんぽの保険料率一部引き上げ    

健康保険を取り仕切る全国健康保険協

月納付分）から適用される保険料率の見

される保険料率については、一般

くこととされましたが、介護保険料

げることとされました。 

からの 

一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕 

特定保険料率（後期高齢者支援金等に

加入者に対する医療給付、保健事

26 年３月分からは、「特定保険料

になりました。 

歳未満の方） 

げ） 

、組合独自の保険料率となっており、介

所属する組合の規約等をご確認ください。 

になります。 

号被保険者は標準報酬月額×（上記の率

します。今回の見直しにおいては、40

保険料が変更されることになります。 

保険料率

9.97%

9.98%

10.06%

10.00%

10.02%

和歌山県 10.02%

9.98%

10.00%

10.06%

10.03%

10.03%

10.08%

10.09%

10.03%

10.04%

10.12%

10.16%

10.06%

10.07%

10.08%

10.01%

鹿児島県 10.03%

10.03%



 

  

第 43 回牛深ハイヤ祭り（４月 18～20 日）

毎年４月の第

祭）に行われている

です。祭りの

イヤ節一色に

老若男女が、

て、揃いの浴衣

い、街の中を

です。また他

ェアー等様々

 

日 時：２月 20 日（木） 

参加者：特別養護老人ホーム介護職員

講 師：岡田慎一郎（ブレインスター

 

 ２時間の２回コ 

ースで介護職を対 

象に研修をいたし 

ました。「古武術介 

護」と非常にインパ 

クトのある介護技術のように思われます

でいうと、日本に古くから伝わってきた

体の使い方や考え方を取り入れた、身体運用

善と介護技術への応用の取り組みです

「古武術」の動きは、欧米の影響を受

に頼った現代の身体の使い方に頼らず

術よりも、すべての身体動作の基盤となる

の使い方」を改善していくことをめざした

みで、よく介護職の方が自らの身体を痛

うという問題を良く聞きますが、しっかりとした

身体の使い方をマスターすれば、この身体

を軽減できるので是非、身につけていただきたい

と思います。 受講生から具体的にこういう

者がいる場合はどうすればいいのかという

にも、実際に介護現場での勤務経験から

アドバイスを行うことができました。受講者

も非常に満足の高い研修だったようです

での使用を条件に、ビデオ撮影も行い

で、今後も施設内の研修で基盤を支える

使い方」を覚

何度も研修を

ただきたいと

（担当：楠田

古武術介護研修

日） 
第３土・日（金曜日に前夜

われている市民総参加の祭り

りの３日間は、牛深の街はハ

に染まります。約５千人の

、それぞれの団体に分かれ

浴衣やハッピを身にまと

を踊るハイヤ総踊りは圧巻

他にも、郷土芸能、水産フ

々な催しが開催されます。 

    代表取締役
〒862-0949 

TEL:096-211-

URL:http://brainstar.jp

介護職員 

ブレインスター提供講師） 

われますが、一言

わってきた武術の身

身体運用の改

です。 

受けて、筋力

らず、個別の技

となる「身体

していくことをめざした取り組

痛めてしま

しっかりとした

身体の負担

につけていただきたい

にこういう利用

かという質問

から、的確に

受講者の方

だったようです。施設内

いましたの

える「身体の 

覚えるまで、 

を行ってい 

ただきたいと思います。 

楠田） 

古武術介護研修 要チェック！ 平成 26 年度の厚生労働省方針

労務管理見直しの契機に 

厚生労働省の来年度方針が続

す。自社の労務管理の方向性を

みはいかがでしょうか。 

高齢者の雇用等 

65 歳までの雇用が原則義務化され

それに伴う全体的な賃金制度の

企業が増えています。 

また、中高年層社員に関する課題

職」があります。親の介護による

年代層は 50 代ですが、40 代から

代でも直面する可能性の高い課題

厚生労働省は、65 歳までの雇用義務化等

年金の保険料納付期間を延長する

来年の通常国会での法改正を検討

多様な正社員 

「限定正社員」という呼ばれ方

地、労働時間等が限定的な「多様

が注目されています。多様な形態

等については、すでに実践している

度整備の動向等を見ながら、就業規則等

ていく必要があるでしょう。 

助成金の拡充・新設 

次の助成金について、力を入れていくようです

キャリアアップ助成金／労働移動支援助成金

ル雇用奨励金／育児休業からの

ア形成促進助成金における育休取得能力

（仮称） 

行政指導の方向性 

労働基準監督官の増員が計画されており

り、サービス残業是正を始めとする

払いや違法な時間外労働の是正等

います。部下の長時間労働や年次有給休暇取得

上司の人事評価に反映させるといった

必要でしょう。「働き方・休み

休み方改善ハンドブック」などが

れらも参考になるかもしれません

障害者雇用の進展 

平成 25 年度は、身体障害者、

のいずれも雇用者が増加しています

大きく増加し、大手企業では４

する改正等をにらみ、発達障害

いうニーズが高まっています。

代表取締役 上田 正順 
熊本市中央区国府1-13-5 2F 

6055 FAX:096-211-6065 

URL:http://brainstar.jp 

年度の厚生労働省方針 

続々と明らかになっていま

を見直すうえで参考にして

され、高齢者の賃金設計と

の見直しを実施・検討する

課題として、「介護休職・離

による休職・離職が最も多い

から 65 歳までのすべての年

課題です。 

雇用義務化等を背景に、基礎

する考えを示しています。

検討しているようです。 

方もしますが、職種、勤務

多様な形態による正社員」

形態の正社員の賃金・昇進

している企業の例と今後の制

就業規則等の整備を検討し

  

れていくようです。 

労働移動支援助成金／トライア

からの職場復帰を支援：キャリ

育休取得能力アップコース

されており、また、従来通

めとする割増賃金の適正な支

是正等を実施していくとして

年次有給休暇取得の状況を

させるといった会社での取組みも

方改善指標」や「働き方・

などが作成されますので、こ

になるかもしれません。 

、知的障害者、精神障害者

しています。特に精神障害者が

４年後の障害者雇用率に関

発達障害を持つ方を採用したいと

。 



 

  最新助成金最新助成金最新助成金最新助成金    受入れ人材育成支援奨励金受入れ人材育成支援奨励金受入れ人材育成支援奨励金受入れ人材育成支援奨励金    

本年３月１日から、雇用保険二事業の助成金の一つである労働移動支援助成金について拡充が図られ、従

来からある再就職支援奨励金に加え、新たに「受入れ人材育成支援奨励金」が創設されました。 

 

労働移動支援助成金 

再就職支援奨励金 受入れ人材育成支援奨励金〔新設〕 

離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間

職業紹介事業者に委託等して行う事業主を助成 

離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行

う事業主を助成→以下でポイントを紹介 

 

受入れ人材育成支援奨励金ポイント 

１ 主たる支給要件 

次のすべての措置をとることが必要です。 

① 対象労働者を次のア～ウのいずれかにより受け入れること 

ア雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から１年以内に期間の定めがない労働者

として雇い入れる 

イ移籍により、移籍元事業主における離職日から６か月以内に期間の定めがない労働者として受け

入れる 

ウ在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から６か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めの

ない労働者として受け入れる 

② 職業訓練計画を作成すること 

③ 職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受けること 

④ 職業能力開発推進者を選任すること 

⑤ ③により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日（又は受入れた日）から１年以内に訓練を

開始すること 

⑥ 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払うこと 

 

２ 支給額 

訓練の種類に応じて、１つの職業訓練計画について支給対象者１人当たり下表の支給額の合計がまとめ

て支給されます。ただし、１年度１事業者あたり 5,000 万円を上限とします。 

 

訓練の種類 助成対象 支給額 

Off-JT 
賃金助成 800 円/時間 

訓練経費助成 実費相当額 上限 30 万円 

OJT 訓練実施助成 700 円/時間 

この拡充は、「失業なき労働移動の実現」を目指す政策を具体化したものです。詳細や他の助成金の情報

を知りたいときは、気軽にお声掛けください。 



 

お仕事カレンダー

・給与支払報告に係る給与所得者異動届

4/15 

・一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満

額が 1億 9000 万円未満の工事 

・３月分の源泉所得税、住民税特別徴収税

4/10 

・労働者死傷病報告書の提出（休業４日未満

月の労災事故について報告） 

・預金管理状況報告 

・健康保険印紙受払等報告書・雇用保険印紙保険料納付

状況報告書提出 

・３月分健康保険料・厚生年金保険料の

・固定資産税（都市計画税）納付（第１

・２月決算法人の確定申告・８月決算法人

・公益法人等の都道府県民税・市町村民税均等割申告

・５月・８月・11 月決算法人の消費税の

4/30 

会議のよくある問題点 

ビジネスの現場では欠かせないものであるにもかかわ

らず、期待した成果が得られていないことも

ミーティング。 

忙しいなか時間を割いているにもかかわらず

な議論はできないまま時間だけが経ってしまった

いう経験をしたことがある方も多いことでしょう

このようなことを問題視している企業

いでしょうか。 

 

ファシリテーション・スキルが鍵 

そこで注目されているのが、「ファシリテーション・ス

キル」――人々の活動が容易にできるよう

く事が運ぶよう舵取りする力です。 

特に、会議の進行役自らがこのスキルを

とにより、会議の質を上げることができます

 

４つのスキル 

会議の場では、次の４つのスキルが求

① 何を目的にして、誰を集めて、どういうやり

議論していくのか、『場』をつくる

② 多くの意見を引き出すことで、参加者相互

を深める 

③ 議論の全体像を整理して、論点を

④ 意見をまとめ、全体の合意を形成

 

効果的な会議に向けて 

まずはこれら４つのことができているかをチェックす

ることが、効果的な会議を行うための第一歩

会議・ミーティングを変える！会議・ミーティングを変える！会議・ミーティングを変える！会議・ミーティングを変える！    

ファシリテーション・スキルファシリテーション・スキルファシリテーション・スキルファシリテーション・スキル

お仕事カレンダー 

給与所得者異動届の提出 

）  

万円未満でかつ請負金

住民税特別徴収税の納付 

日未満の１月～３

雇用保険印紙保険料納付

の納付 

１期分） 

月決算法人の中間申告 

市町村民税均等割申告 

の中間申告 

代表上田が代表上田が代表上田が代表上田が 57575757 歳になりました歳になりました歳になりました歳になりました

今年もやってきました！ 

ブレインスター代表上田が

３月 28 日に 57 歳になりまし

た♪朝からこっそり準備をし

て・・・今年のプレゼントは、

代表のイメージにピッタリの

素敵な傘です（●＾o＾●） 

防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
も
頻
繁

に
変
え
る
類
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
企
業
を
取
り
巻
く
環

境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
現

在
、
そ
の
環
境
に
合
わ
せ
て
制
度

を
変
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
で

す
。 

大
半
が
課
題
を
感
じ
て
い
る 

株
式
会
社
ト
ラ
ン
ス
ト
ラ
ク 

人
事
制
度
に
つ
い
て
の
課
題
を

抱
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
「
人
事
制
度
を
問
題
な

く
運
用
で
き
て
い
る
」
企
業
は
、

わ
ず
か
２
割
で
し
た
。 

必
要
が
あ
れ
ば
再
設
計
も 

人
事
制
度
は
、
本
来
、
企
業
の

根
幹
と
言
え
る
も
の
で
す
。
現
行 

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
容
易
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
保

険
労
務
士
等
、
経
験
豊
富
な
外
部

人
材
も
活
用
し
な
が
ら
、
一
度
、

点
検
を
行
っ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。 

かせないものであるにもかかわ

られていないことも多い会議や

いているにもかかわらず、「建設的

ってしまった…」と

いことでしょう。 

企業も多いのではな

ファシリテーション・ス

にできるよう支援し、うま

らがこのスキルを身につけるこ

げることができます。 

求められます。 

どういうやり方で

をつくる 

参加者相互の理解

を絞り込む 

形成する 

つのことができているかをチェックす

第一歩となります。 

ファシリテーション・スキルファシリテーション・スキルファシリテーション・スキルファシリテーション・スキル 

御
社
御
社
御
社
御
社
のののの
人
事
制
度

人
事
制
度

人
事
制
度

人
事
制
度
、、、、
問
題
問
題
問
題
問
題
な
く
な
く
な
く
な
く
運
用
運
用
運
用
運
用
で
き
て
い
ま
す
か

で
き
て
い
ま
す
か

で
き
て
い
ま
す
か

で
き
て
い
ま
す
か    

歳になりました歳になりました歳になりました歳になりました    

 みんなで今年は何をプ

レゼントしようか迷いまし

たが、中村の一声で傘

に決定しました♪とって

もお似合いですので、

雨の日にお伺いする際

にはご注目ください！ 

（担当：倉田） 

大
丈
夫
で
す
か
？ 

御
社
の
人
事
制
度
は
、
設
計
さ

れ
て
か
ら
現
在
ま
で
、
ど
の
く
ら

い
の
期
間
運
用
さ
れ
て
い
ま
す

か
？
ま
た
、
運
用
に
つ
い
て
現

在
、
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

人
事
制
度
は
、
無
用
の
混
乱
を

防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
も
頻
繁

チ
ャ
の
「
人
事
制
度
に
関
す
る
調

査
」
（
対
象
：
上
場
お
よ
び
未
上

場
企
業
の
人
事
担
当
者
）
に
よ
る

と
、
現
行
の
人
事
制
度
が
事
業
環

境
・
経
営
方
針
と
適
合
し
た
内
容

に
な
っ
て
い
る
企
業
は
４
割
程

度
に
と
ど
ま
り
、
多
く
の
企
業
で

の
人
事
制
度
に
つ
い
て
、
「
事
業

環
境
・
経
営
方
針
と
の
不
適
合
が

あ
る
」
、「
運
用
方
法
に
問
題
が
あ

る
」
、「
様
々
な
課
題
が
あ
る
」
と

感
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
適
し

た
形
に
再
設
計
す
る
こ
と
も
必

要
で
す
。 


